
 

船舶事故調査報告書 

令和３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年１月８日 １２時４５分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市美濃
み の

島西岸 

比
ひ

岐
ぎ

島灯台から真方位０５５°５.０海里付近 

 （概位 北緯３４°０６.４′ 東経１３３°１０.９′） 

事故の概要 貨物船第十八太陽
たいよう

丸は、着岸操船中、美濃島西岸付近の浅所に乗り

揚げた。 

事故調査の経過 令和３年５月１０日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第十八太陽丸、３６９トン 

１４１２２２、太陽海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船尾船底外板に擦過傷、プロペラに一部欠損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約１５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 ほぼ低潮期 

事故の経過 

 

本船は、船長ほか３人が乗り組み、空船で、今治市家ノ島の精錬所

の岸壁（南南東側が前面海域）（以下「本件岸壁」という。）に左回頭

して右舷着け出船状態で着岸する目的で、船長が、約３ノットの対地

速力で、いつも通りの進入経路で北東進しながら本件岸壁に接近し

た。 

本船は、船長が機関を中立運転として左舵を取ったところ、船尾部

が左舷方からの風速約１５m/s の風によって右舷方に圧流され、対岸

の美濃島西岸付近の浅所に乗り揚げた。 

本船は、上げ潮時に自力離礁した後、造船所に向かい、プロペラの

修理を行った。 

船長は、風の影響を考慮し、船尾部が対岸に近づき過ぎないように

対岸から離して着岸操船を行えば良かったと、本事故後に思った。 

分析 本船は、風速約１５m/s の西風が吹く状況下、左回頭して右舷着け

出船状態で着岸する目的で着岸操船中、船長がいつも通りの進入経路

で本件岸壁に接近し、機関を中立運転として左舵を取ったことから、

船尾部が左舷方からの風によって右舷方に圧流され、美濃島西岸付近

の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、風速約１５m/s の西風が吹く状況下、左回頭し

て右舷着け出船状態で着岸する目的で着岸操船中、船長がいつも通り

の進入経路で本件岸壁に接近し、機関を中立運転として左舵を取った



 

ため、船尾部が左舷方からの風によって右舷方に圧流され、美濃島西

岸付近の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、着岸操船を行う際、風の影響を考慮し、対岸、浅所等

の危険個所に接近し過ぎないように注意して十分な距離を保ちな

がら操船を行うこと。 

・船長は、強風下では着岸舷の変更も考慮すること。 

 


